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都豊士はあなたの身近なパートナー

新しい時代に向かつてチャレンジします

の
よ
う
な
取
引
や
状
態
が
①
資
産
の
譲
渡
V
グ
ル
棄
が
寄
附
に
当
た
る
場
は
、
そ
の
関
係
を
系
統
的

こ
の
制
度
の
対
象
と
な
る

l
プ
内
で
の
資
産
の
譲
渡
合
、
親
法
人
側
で
は
全
額
に
示
し
た
図
を
確
定
申
告

か
と
い
う
と
、
①
資
産
の
取
引
で
生
じ
る
損
益
に
つ
を
損
金
(
税
務
上
の
経
費
)
書
提
出
の
際
に
添
付
し
な

譲
渡
、
②
寄
附
金
、
③
受
取
い
て
、
課
税
が
繰
り
延
べ
に
で
き
、
子
法
人
側
で
も
げ
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

配
当
等
の
益
金
不
算
入
、
ら
れ
ま
す
。
対
象
と
な
る
債
務
免
除
益
を
計
上
し
な
(
平
成

m年
4
月
1
日
以

;
で
す
。
直
接
的
な
支
配
関
例
え
ば
兄
と
弟
が
そ
れ
ぞ
④
自
己
株
式
譲
渡
に
よ
る
資
産
(
譲
渡
損
益
調
整
資
く
て
済
む
た
め
、
グ
ル
l
後
開
始
事
業
年
度
よ
り
)

↓
係
だ
け
で
な
く
、
間
接
的
れ
別
個
に
1
0
0
%所
有
み
な
し
配
当
、
⑤
残
余
財
産
)
は
、
固
定
資
産
、
土
プ
内
で
の
相
互
支
援
が
し
注
意
点

町
一
な
支
配
関
係
も
含
ま
れ
ま
す
る
法
人
の
場
合
、
法
人
産
確
定
時
の
未
処
理
欠
損
地
、
有
価
証
券
、
金
銭
債
や
す
く
な
り
ま
し
た
。

完
全
支
配
関
係
が
成
立

哩
躍
す
。
ま
た
H

一
の
者
μ

が
同
士
は
全
く
資
本
関
係
が
金
額
の
引
継
、
⑥
現
物
分
権
、
繰
延
資
産
で
す
が
、
⑦
中
小
企
業
特
例
の
適
す
る
か
ど
う
か
は
自
社
の

圃
個
人
の
場
合
、
同
族
関
係
無
く
て
も
グ
ル
ー
プ
法
人
配
、
⑦
中
小
企
業
特
例
の
売
買
目
的
の
有
価
証
券
や
否
判
定
基
準
V
軽
減
税
率
株
主
名
簿
だ
け
を
見
て
も

帳
簿
価
格
1
0
0
0万
円
や
交
際
費
の
損
金
算
入
と
わ
か
ら
な
い
場
合
が
多
々
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未
満
の
資
産
は
除
か
れ
ま
い
っ
た
、
資
本
金
1
億
円
あ
り
ま
す
の
で
、
多
角
的

プ
レ
1
0
7
日
寺
区
民
l
ド

岡

本

地

す

。
な
お
、
譲
受
法
人
が
以
下
の
中
小
法
人
に
適
用
に
資
本
関
係
を
把
握
し
て
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E
2
3
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プ
外
に
譲
渡
し
た
と
に
つ
い
て
、
資
本
金
5
億
ま
た
譲
渡
損
益
調
整
資
産
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あ
る
い
は
完
全
支
配
円
以
上
の
大
法
人
の
1
0
は
将
来
の
課
税
に
も
関
わ
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関
係
で
な
く
な
っ
た
と

0
%子
法
人
は
適
用
対
象
っ
て
く
る
た
め
、
グ
ル
|

き
、
課
税
の
繰
延
は
終
了
外
と
な
り
ま
し
た
。

プ
全
体
で
の
継
続
的
な
管

適
否
判
定
基
準
が
あ
り
ま
し
ま
す
。

理
が
必
要
で
す
。

す

リ

確

定

申

告

書

す
が
、
こ
こ
で
は
代
表
例
②
寄
阿
金
V
伊

え

ば

親

【

千

種

支

部

と
し
て
①
②
⑦
に
つ
い
て
法
人
か
ら
子
法
人
に
対
す
他
の
法
人
と
の
聞
に
完
高
桑
誠
二

ご
説
明
し
ま
す
。

る
金
銭
の
譲
渡
や
債
権
放
全
支
配
関
係
が
あ
る
法
人

A社

ctl I酬 i

zz 

完全支配が成立する例(!:::::::!で囲んだ部分がグループ法人) も
、
大
法
人
の
1
0
0
%

子
法
人
に
は
中
小
法
人
向

平
成
辺
年
度
の
税
制
改
け
の
課
税
特
例
措
置
を
適

正
で
創
設
さ
れ
た
グ
ル
l
用
し
な
い
」
と
い
う
制
度

プ
法
人
税
制
は
、
大
ま
か
で
す
。
①
は
平
成
辺
年
叩

に
言
う
な
ら

「宮

室

支

月

1
日
以
後
の
取
引
か

配
関
係
に
あ
る
グ
ル
ー
プ
ら
、
②
は
平
成
幻
年
4
月

法
人
間
の
特
定
の
取
引
に

1
日
以
後
開
始
事
業
年
度

よ
る
損
益
に
対
し
て
課
税
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

し
な
い
(
ま
た
は
課
税
を
同
じ
く
グ
ル
ー
プ
法
人

繰
り
延
べ
る
)
」
、
ま
た
を
対
象
に
し
た
連
結
納
税

「
②
中
小
法
人
で
あ
っ
て
制
度
が
選
択
適
用
で
あ
る

の
と
異
な
り
、
資
本
金
の

大
小
に
関
係
な
く
中
小
法
が
法
人
の
発
行
済
株
式
等

人
に
も
強
制
適
用
さ
れ
る
の
1
0
0
%を
直
接
又
は

の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

間
接
に
保
有
す
る
関
係
」

を
い
い
ま
す
が
、
グ
ル
l

完
全
支
配
関
係

プ
の
頂
点
と
な
る
二
の

グ
ル
ー
プ
法
人
税
制
の
者
μ

は
内
国
法
人
、
外
国

適
用
対
象
と
な
る
の
は
完
法
人
、
そ
し
て
個
人
も
合

全
支
配
が
成
立
し
て
い
る
み
ま
す
。
内
国
法
人
は
株

グ
ル
ー
プ
内
の
内
国
法
人
式
会
社
等
の
会
社
に
限
ら

で
す
。
こ
こ
で
完
全
支
配
ず
、
医
療
法
人
、
協
同
組

関
係
と
は
、
「H

一
の
者
μ

合
、
公
益
法
人
な
ど
全
て
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者
(
六
親
等
内
の
血
族
、

配
偶
者
、

三
親
等
内
の
姻

族
等
)
は
ま
と
め
て
二

の
者
μ
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

と
な
り
ま
す
。

制
度
の
対
象

税
理
士

グ
ル
ー
プ
法
人
間
の
ど


